
青森県平川市及び岩手県 山田町の災害時にお ける相互応援 に関す る協定

青森県平川市及び岩手県 山田町 (以下 「協定 自治体」 とい う。)は 、いずれ

かの地域 において、災害対策基本法 (昭和 36年 法律第 223号 。以下 「法」 と

い う。)第 2条 第 1号 に規定す る災害 (以下 「災害」とい う。)が 発生 した場合、

被災 した 自治体 (以下 「被災 自治体」 とい う。 )の 応急対策及び災害復 旧対策

を円滑に遂行す るため、相互 の応援体制 について、必要な事項 を定めるもの と

す る。

(応援 の種類)

第 1条  応 援 の種類及び内容 は、次の各号 に掲 げ る とお りとす る。

(1)応 急措置等 を行 な うに当たって必要 とな る情報の収集及び提供

(2)食 料、飲料水及び生活必需品並びにその供給 に必要な資機材 の提供

(3)被 災者 の救 出、医療 、防疫及び施設等の応急復 旧に必要な資機材及

び物資の提供

(4)被 災者 を一時受入れ るための施設 の提供

(5) 救 護及び応急復 旧等 に必要な職員 の派遣

(6) 前 各号 に定めるもののほか、特 に要請 があつた事項

(応援要請 の手続)

第 2条  災 害の発生によ り応援 を要請す る被 災 自治体 は、次 に掲げる事項 を明

らかに して文書 によ り要請す るもの とす る。ただ し、緊急 を要す る場合は、

文書の提 出は事後 とし、電話等によ り援助 の要請 ができるもの とす る。

(1)被 害の状況

(2) 前 条第 2号 及び第 3号 に掲 げる応援 を要請す る場合 にあつては、物

資等の品名及び数量等

(3) 前 条第 5号 に掲 げる職員 の派遣要請 をす る場合 は、職員の職種、人

数及び業務 内容

(4) 前 各号に掲 げるもののほか必要な事項

(緊急応援活動の実施 )

第 3条  応 援 の要請 を受 けた協定 自治体 は、当該応援 の要請 に応 じるもの とす

る。 ただ し、被災 自治体 との連絡が取れ ない場合 は、収集 した情報 に基づき

第 2条 に掲げる応援 を実施 できるもの とす る。

(応援経費の負担)

第 4条  応 援 に要 した経費 は、原則 として被 災 自治体が負担す るもの とし、 こ

れ によ り難い場合は、協定 自治体が協議 して定 めるもの とす る。



(連絡体制等)

第 5条  第 3条 の規定 による応援 の手続 きを確実かつ 円滑に行な うため、次の

とお り連絡責任者 を置 くもの とす る。

(1)青 森県平川市総務部総務課長

(2)岩 手県山田町総務課長

(災害対策連絡会議 の設置)

第 6条  協 定 自治体 は、災害発生時の迅速かつ効果的な応援体制 を図 るため、

災害対策連絡会議 (以下 「連絡会議」 とい う。 )を 設置す るもとす る。

2 連 絡会議 は、必要 に応 じて開催 し、応援 のあ り方、協定の見直 し等につい

て協議す るもの とす る。

3 協 定 自治体は、協定に基づ く応援が円滑に行 なわれ るよ う地域防災計画そ

の他参考 となる資料 を相互 に提供す るもの とす る。

(協議)

第 7条  こ の協定に定 めがない事項及び この協定の実施 に関 し必要な事項は、

協定 自治体が協議 して定めるもの とす る。

(適用期 日)

第 8条  こ の協定は、平成 24年 6月 21日 か ら効力 を生ず るもの とす る。

この協 定 の締 結 を証 す るた め、 この協 定書 を 2通 作成 し、 当事者 押 印の うえ、

各 1通 を保 有す る もの とす る。

平成 24年 6月 21日

青森県平川市柏木町藤 山 25番 地 6

平川 市長

岩手県下閉伊郡 山田町八幡町 3番 20号

入 刃1彩威

彰嗜
山 田町長


